
国指定文化財（建造物・美術工芸品）修理事業補助金交付基準 

 

（令和８年４月１日決定） 

 

１ 趣旨 

  国指定文化財（建造物・美術工芸品）修理事業についての補助は、この基準の定めると

ころによる。 

 

２ 補助対象 

「重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災、公開活用事業費国庫補助要項」に規

定される国庫補助を得て行われる修理事業 

 

３ 補助基準 

 次の表のとおり。ただし、補助対象事業費に占める国、府、市の合計補助率は、９５％

を限度とし、予算の範囲内において調整する。 

国庫補助率 市補助限度額（建造物） 市補助限度額（美術工芸品） 

５０％ － － 

５５％ － － 

６０％ ２００万円 １００万円 

６５％ ２００万円 １００万円 

７０％ ４００万円 ２００万円 

７５％ ４００万円 ２００万円 

８０％ ４５０万円 ２５０万円 

８５％ ４５０万円 ２５０万円 

 

４ 特例 

  上記２及び３にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、その認めるところ

により補助することがある。 


